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�愛媛県規則第５３号
愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規

則

愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和５４年愛媛県規則第

８２号）の一部を次のように改正する。

様式第２号（その５）漁家生活に関する普及活動を行う改

良普及員の意見の項中「漁家生活に関する普及活動を行う改

良普及員」を「水産業普及指導員又は水産分野での男女共同

参画及び漁村生活等の指導を行う普及指導員」に改め、同様

式（その６）漁家生活に関する普及活動を行う改良普及員又

は水産業改良普及員の意見の項中「漁家生活に関する普及活

動を行う改良普及員又は水産業改良普及員」を「水産業普及

指導員又は水産分野での男女共同参画及び漁村生活等の指導

を行う普及指導員」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に改正前の愛媛県沿岸漁業改善資金

貸付規則様式第２号（その５）及び同様式（その６）の規

定により提出されている書類は、改正後の愛媛県沿岸漁業

改善資金貸付規則様式第２号（その５）及び同様式（その

６）の規定により提出された書類とみなす。

告 示

�愛媛県告示第１１９３号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第３

項の規定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した

。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ余戸 松山市余戸南四丁目
１９－３５ 駐輪場の位置 店舗南東側 店舗東側 平成１７年

６月６日
平成１７年
５月１７日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
規 則

○ 愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則………６１９

告 示

○ 特約業者の指定の取消し……………………………………………６１９

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等……………………………６１９

○ 土地改良区の定款変更の認可（２１件）……………………………６２０

○ 新たな土地改良事業の施行の関係書類の縦覧（２件）…………６２１

○ 保安林の指定…………………………………………………………６２１

○ 愛媛県普通河川管理条例に基づく認定河川の廃止………………６２２

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………６２２

監査委員告示

○ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者等の告示……………６２２

任 免 辞 令

○ 公営企業任免辞令（２件）…………………………………………６２２

規 則

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

近海石油株式会社
代表取締役 近藤功平 今治市池堀一丁目１番２号 平成１７年

５月３１日

毎週（火・金）曜日発行 第１６６５号 平成１７年６月７日

平成１７年６月７日火曜日 第１６６５号

愛 媛 県 報

６１９
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�愛媛県告示第１１９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、川内町北方土地改良区（新名称・東温市北方土地改

良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、川内町吉久土地改良区（新名称・東温市吉久土地改

良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、川内町奥松瀬川土地改良区（新名称・東温市奥松瀬

川土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、川内町松瀬川土地改良区（新名称・東温市松瀬川土

地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、川内町揚畑田土地改良区（新名称・東温市揚畑田土

地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、川内町保和土地改良区（新名称・東温市保和土地改

良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、川内町南方土地改良区（新名称・東温市南方土地改

良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町志津川土地改良区（新名称・東温市志津川土

地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町田窪土地改良区（新名称・東温市田窪土地改

良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町下林上土地改良区（新名称・東温市下林上土

地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町樋口土地改良区（新名称・東温市樋口土地改

良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町北野田土地改良区（新名称・東温市北野田土

地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成１７年６月７日 第１６６５号

６２０



�愛媛県告示第１２０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町西岡土地改良区（新名称・東温市西岡土地改

良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町牛渕上井手土地改良区（新名称・東温市牛渕

上井手土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町牛渕下井手土地改良区（新名称・東温市牛渕

下井手土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町南野田土地改良区（新名称・東温市南野田土

地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２１１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町下林下土地改良区（新名称・東温市下林下土

地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町北吉井土地改良区（新名称・東温市北吉井土

地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町見奈良土地改良区（新名称・東温市見奈良土

地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町上村土地改良区（新名称・東温市上村土地改

良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、重信町上林土地改良区（新名称・東温市上林土地改

良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２１６号
土居町長津土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・野田地

区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条

第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・野田地区）計画書の写し

� 土居町長津土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１７年６月８日から７月５日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所

�������
�愛媛県告示第１２１７号
土居町長津土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・津根地

区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条

第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・津根地区）計画書の写し

� 土居町長津土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１７年６月８日から７月５日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所

�������
�愛媛県告示第１２１８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

愛 媛 県 報平成１７年６月７日 第１６６５号

６２１
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監査委員告示

任 免 辞 令

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

西条市藤之石字両瀧辛１５３、辛１５７、字雉岩屋辛１５４

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

新居浜市大生院字シシゾヲ２１０７の１から２１０７の１８まで

、字トラセヲ２１０８の１、２１０８の４から２１０８の６まで、２１

０８の８から２１０８の１１まで、２１０８の１３から２１０８の１５まで、

２１０８の１７、２１０８の２０から２１０８の２３まで、２１０８の２６から２１

０８の２８まで、２１０８の３０から２１０８の４０まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２１９号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県監査委員告示第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第１項の

規定による協議が調ったので、同条第２項の規定に基づき次

のとおり告示する。

平成１７年６月７日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

�公営企業任免辞令
５月３１日

愛媛県技術吏員 二 宮 恵 子

同 平 田 敏 彦

願により本職を免ずる（各通）

愛媛県技術吏員 村 田 紀 子

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

�愛媛県告示第１２２０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

河 川 名 区 域

単流
馴合川

右岸 今治市大字高部字旭方乙１１７番５地先から
同市大字高部字柳ヶ内１６１番地先まで

左岸 今治市大字高部字長谷３５８番地先から同市
大字高部字高部下１２番３地先まで

支流
延喜川

右岸 今治市大字延喜字加美甲５６９番地先から同
市大字延喜字深田甲７５７番２地先まで

左岸 今治市大字延喜字横田甲４５２番１地先から
同市大字延喜字辻甲３８７番１地先まで

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第１２号

平成１７年５月２７日
東温市北方字中村甲２５３０番２、甲２５２９番２及び甲２５２９番７

松山市桑原七丁目６番４５号
野 中 知 子

山 � 誠 伊予市本郡５０８番地 平成１７年６月７日から
平成１８年３月３１日まで

山 田 智 章 松山市志津川町１３０番地１
ブライムシツカワ２０６号

平成１７年６月７日から
平成１８年３月３１日まで

苅 家 秀 範 松山市石手四丁目４番１７号 平成１７年６月７日から
平成１８年３月３１日まで

包括外部監査人佐伯直輝の監査の
事 務 を 補 助 す る 者

監 査 の 事 務 を

補助できる期間氏 名 住 所

中 田 ちず子 世田谷区瀬田五丁目７番１９
号

平成１７年６月７日から
平成１８年３月３１日まで

吉 川 了 平 京都市中京区西ノ京小倉町
１番地

平成１７年６月７日から
平成１８年３月３１日まで

愛 媛 県 報平成１７年６月７日 第１６６５号
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�公営企業任免辞令
６月１日

長谷部 昌

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院内科医長を命ずる

横 田 吾 郎

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院小児科医長を命ずる

森 實 岳 史

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院外科医長を命ずる

（県立中央病院） 田 中 正 道

（同 ） 川 中 崇

（同 ） 藤 方 史 朗

（県立三島病院） 西 庄 佐 恵

（県立南宇和病院） 松 野 裕 介

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）

愛 媛 県 報平成１７年６月７日 第１６６５号
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